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みとよくらしのおしらせ
Information' s

多くの人が利用する場所は、原則屋内禁煙になります 市役所の組織、業務の所管が一部変わりました

福祉タクシー利用券の
交付申請を受付します ご意見を募集します

遺児年金支給事業
三豊市行政改革推進委員会 委員を募集します

▼問い合わせ　健康課　☎ 73‒3014 ▼問い合わせ　地域戦略課　☎ 73‒3011
▼問い合わせ　福祉課　☎ 73‒3015 ▼問い合わせ　危機管理課　☎ 73‒3119

▼申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73－3016

▼申し込み・問い合わせ　財政経営課　☎73－3010

４
月
１
日
現
在
、
市
内
に
引
き

続
き
１
年
以
上
住
所
を
有
す
る
、

70
歳
以
上
の
運
転
免
許
証
返
納
登

録
を
終
え
た
人
に
、
タ
ク
シ
ー
お

よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
利
用

で
き
る
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

案
内
の
な
い
人
で
交
付
を
希
望

す
る
場
合
は
、
福
祉
課

ま
た
は
各
支
所
に
あ
る

登
録
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
交
付
額

1
年
に
つ
き
８,
０
０
０
円
分

　
　
（
５
０
０
円
券
×
16
枚
）

次
の
計
画
策
定
に
つ
い
て
、市
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

三
豊
市
国
土
強
靭
化

地
域
計
画（
案
）

資
料
閲
覧
場
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

危
機
管
理
課
、
各
支
所

意
見
の
提
出
方
法

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
送
信
後
要

連
絡
）、
郵
送
ま
た
は
持
参

募
集
期
間

４
月
１
日
（
水
）
か
ら

30
日
（
木
）
の
午
後
５
時
ま
で

提
出
先　

危
機
管
理
課

受
動
喫
煙
防
止
対
策
で
あ
る
、「
健

康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
４
月
１
日
に
全
面
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
多
数
の
人
が
利
用
す
る

事
務
所
や
飲
食
店
な
ど
は
原
則
屋
内
禁

煙
と
な
り
ま
す
。
屋

内
で
喫
煙
す
る
場
合

は
、
事
業
主
が
基
準

を
満
た
し
た
喫
煙
室

を
設
置
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

喫
煙
す
る
時
の
ル
ー
ル

・
喫
煙
所
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
そ
こ

を
利
用
す
る

・
で
き
る
だ
け
周
囲
に
人
が
い
な
い
場

所
で
喫
煙
す
る

・
子
ど
も
や
患
者
な
ど
、
特
に
配
慮
が

必
要
な
人
が
集
ま
る
場
所
や
近
く
に

い
る
場
所
で
は
、
喫
煙
を
控
え
る

市
が
管
轄
す
る
公
園（
約
50
カ
所
）に

禁
煙
の
看
板
を
設
置
し
ま
し
た

公
園
は
乳
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で

幅
広
い
年
齢
層
が
利
用
す
る
場
所
で

す
。
禁
煙
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

次
の
対
象
者
に
は
、
申
請
に
よ
り
遺

児
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象

・
市
内
に
住
所
を
有
し
、「
遺
児
」
の

親
権
を
行
う
人

・
現
に
「
遺
児
」
を
監
護
し
て
い
る
人

※
「
遺
児
」
と
は
市
内
に
住
所
を
有
す

る
義
務
教
育
修
了
前
の
子
ど
も
で
あ

っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

⑴
父
母
が
死
亡

⑵
父
ま
た
は
母
が
死
亡

⑶
父
母
ま
た
は
そ
の
一
方
が

　

１
年
以
上
生
死
不
明

※
た
だ
し
、
離
婚
後
に
死
亡
し
た
場

合
や
離
婚
後
に
生
死
が
分
か
ら
な

く
な
っ
た
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

支
給
額

遺
児
１
人
に
つ
き
年
額
12
万
円

※
年
３
回
（
７
月
・
11
月
・
３
月
）

支
給

申
し
込
み
先

子
育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所

※
現
在
、
遺
児
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
「
現
況
届
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
４
月
30
日
（
木
）
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

第
３
次
行
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
あ
た
り
、

市
の
行
政
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
の
調
査
や
審
議
を
行
う
、
三
豊
市
行
政
改

革
推
進
委
員
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格

市
内
在
住
で
、
市
の
行
政
改
革
に
対
す
る

熱
意
が
あ
る
人
で
、
年
間
６
回
程
度
の
会
議

に
出
席
で
き
る
人

募
集
人
数

２
人
程
度

※
委
員
は
他
に
、
公
共
的
団
体
な
ど
の
代
表

者
や
学
識
経
験
者
、
あ
わ
せ
て
10
人
程
度

任
期委

嘱
の
日
か
ら
１
年
間

報
酬4,

0
0
0
円
／
半
日

応
募
方
法

財
政
経
営
課
に
置
い
て
あ
る
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
論
文
と
一
緒
に
財

政
経
営
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

は
持
参
、
郵
送
、
メ
ー
ル
い
ず
れ
の
方
法
で

も
結
構
で
す
。

な
お
、
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
論
文
の
テ
ー
マ

「
三
豊
市
の
行
政
改
革
に
対
す
る
考
え
」

字
数
は
８
０
０
〜
１,
０
０
０
字

応
募
期
限　

４
月
17
日（
金
）必
着

業務内容を見直し、効率的な組織となるよう、課の統廃合および業務の所管変更を行いました。
新たに「交通政策課」を設置
交通政策課では、皆さんの生活拠点をつなぐ持続可能な交通ネットワークの構築をめざすと
ともに、皆さんの移動サービスについて考え、「行きたいときに行きたいところへいける社会」
の実現に取り組んでいきます。
コミュニティバスについては、交通政策課（☎ 73‒3055）までお問い合わせください。

※その他の課の変更はありません

変更となる課および業務

4月1日から4月1日から 4月1日から

ご存じですか？

お知らせ

お知らせ

お知らせ健康

▲宗吉瓦窯跡史
跡公園に設置し
た看板

募集

募集

部名 課名 主な業務内容 変更内容 電話番号 FAX 場所

政策部

交通政策課
（新設）

地域交通、コミュニテ
ィバス、離島航路、交
通政策

市民の移動サービ
ス構築に特化して
取り組みます。

73‒3055

73‒3022 本庁舎
2階

産業政策課

企業誘致および立地、
工業用水道、土地開発
公社、商工振興、消費
者行政、中小企業融
資、観光交流振興、離
島振興、国際交流

観光交流課の業務
を統合し、ふるさ
と納税業務を「財
政経営課」に移管
します。

73‒3012

観光交流課
（廃止） ‒

課を廃止し、離島
航路業務を「交通
政策課」、その他業
務を「産業政策課」
に移管します。

‒ ‒ ‒

教育
委員会

人権教育課
（廃止） ‒

課を廃止し、業務
を「学校教育課」へ
移管します。

‒ ‒ ‒


